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○東松島市障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱 

平成２８年１２月２８日 

訓令甲第１１５号 

改正 平成３０年３月２２日訓令甲第１４号 

東松島市障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱（平成１８年東松島市訓令甲第７５号）の全部を

次のように改正する。 

（目的） 

第１条 この訓令は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１

２３号）第７７条第１項及び東松島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行

細則（平成１８年東松島市訓令甲第４１号）の規定に基づき実施する障害者自動車運転免許取得費助成事

業（障害者が、積極的な社会参加や就労機会を増加させるため、自動車運転免許を取得する際の費用の一

部を東松島市障害者自動車運転免許取得費助成金（以下「助成金」という。）として支給することにより、

当該障害者の自立の促進を図る事業をいう。）の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この訓令において「障害者」とは、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４

項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者又は「療育手帳制度について」（昭和４８年９月２

７日発児第１５６号厚生事務次官通知）に定める療育手帳制度要綱の規定により療育手帳の交付を受けて

いる者をいう。 

（助成対象者） 

第３条 助成金の支給を受けることができる障害者は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。 

（1） 本市に住所を有し、かつ、本市が援護の実施主体となる障害者であって、自動車運転免許（以下「免

許」という。）を取得することにより就労等の社会参加が認められる者 

（2） 過去に本制度による助成を受けたことがない者 

（3） 第７条に規定する助成金の支給を受けようとする月の属する年の前年（支給を受けようとする月が

１月から６月までの場合は前々年）の障害者本人（生計を一にする親族が障害者本人を所得税法（昭和

４０年法律第３３号）の規定による扶養をしている場合はその者）の所得金額（各種所得控除後の額を

いう。）が、当該月の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令（昭和５０年政令第２０７号）第

７条に定める額の範囲内であること。 

（助成金の額） 

第４条 助成金の額は、免許取得に直接要した費用に３分の２を乗じて得た額とし、１，０００円未満の端

数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。ただし、その額が１０万円を超えるときは、１０万円

を限度とする。 

（申請、助成の決定等） 

第５条 助成金の支給を受けようとする障害者（以下「申請者」という。）は、東松島市障害者自動車運転

免許取得費助成事業申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）に、自動車学校通学申請関係書類の

写し等を添えて東松島市社会福祉事務所長（以下「所長」という。）に申請しなければならない。 

２ 所長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかに可否を決定するものとす

る。 

３ 所長は、前項の規定により助成の決定をしたときは、東松島市障害者自動車運転免許取得費助成台帳（様

式第２号）に登録し、東松島市障害者自動車運転免許取得費助成決定通知書（様式第３号）により、申請

を却下したときは東松島市障害者自動車運転免許取得費助成却下通知書（様式第４号）により、申請者に

対し通知するものとする。 

（申請内容の変更） 

第６条 申請者は、申請内容に変更が生じた場合は、速やかに東松島市障害者自動車運転免許取得費助成事

業変更届出書（様式第５号）に関係書類を添えて所長に届け出なければならない。 

（助成金の支給） 

第７条 第５条第２項の規定により助成の決定を受けた者が免許を取得したときは、東松島市障害者自動車

運転免許取得報告書（様式第６号。以下「報告書」という。）に次の書類を添えて所長に（第１号にあっ

ては市長に）提出し、助成金の支給を受けるものとする。 

（1） 東松島市障害者自動車運転免許取得費助成請求書（様式第７号） 

（2） 自動車運転免許証の写し 

（3） 免許取得に直接要した費用の支払いを証明する書類 

（4） 所得証明書 

２ 申請者は、申請をした日の属する翌月から２４月までの間に免許を取得して、報告書を提出しなければ

ならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。 

（支給の決定） 
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第８条 所長は、前条の報告書を受理し、その内容が適正と判断したときは、東松島市障害者自動車運転免

許取得費助成金支給決定通知書（様式第８号）により申請者に通知するとともに、指定された口座に助成

金を振り込むものとする。 

（返還等） 

第９条 所長は、偽り、その他不正手段によってこの訓令による助成の決定を受けたもの又は助成金を受け

たものがあると認めた場合は、助成決定の取消し又は助成した額の全部又は一部の返還を命ずることがで

きる。 

（その他） 

第１０条 この訓令に定めるもののほか、障害者自動車運転免許取得費の助成に関し必要な事項は、所長が

別に定めるものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この訓令は、平成２９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この訓令の施行の日前に、東松島市障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱（平成１８年東松島

市訓令甲第７５号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。 

附 則（平成３０年３月２２日訓令甲第１４号） 

この訓令は、平成３０年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第５条関係） 

様式第２号（第５条関係） 

様式第３号（第５条関係） 

様式第４号（第５条関係） 

様式第５号（第６条関係） 

様式第６号（第７条関係） 

様式第７号（第７条関係） 

様式第８号（第８条関係） 

 


